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(57)【要約】
【課題】ＱＣＩを用いた場合よりも細かい優先制御を行
う。
【解決手段】本発明に係る移動通信システムでは、移動
管理ノードＭＭＥは、無線基地局ｅＮＢに対して、「Ｉ
ｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ手順」又は
「Ｅ-ＲＡＢ　Ｓｅｔｕｐ手順」において、ゲートウェ
イ装置Ｓ-ＧＷと移動局ＵＥとの間で確立すべきＥ-ＲＡ
Ｂの「Ｅ-ＲＡＢ　ＩＤ」と、かかるＥ-ＲＡＢに割り当
てられる１つのＱＣＩと、かかるＥ-ＲＡＢ上で送信さ
れるデータフローに割り当てられる１つのＦＰＩとを関
連付けて通知するように構成されており、無線基地局ｅ
ＮＢは、かかる通知に応じて、ゲートウェイ装置Ｓ-Ｇ
Ｗとの間で、かかるＥ-ＲＡＢに対応する１つのＳ１ベ
アラを確立するように構成されており、無線基地局ｅＮ
Ｂは、かかる通知に応じて、移動局ＵＥとの間で、かか
るＥ-ＲＡＢに対応する１つのＤＲＢを確立するように
構成されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動管理ノードとゲートウェイ装置と無線基地局と移動局とを具備する移動通信システ
ムであって、
　前記移動管理ノードは、前記無線基地局に対して、初期コンテキスト設定手順又はベア
ラ設定手順において、前記ゲートウェイ装置と前記移動局との間で確立すべき無線アクセ
スベアラの識別情報と、該無線アクセスベアラに割り当てられるベアラ優先度と、該無線
アクセスベアラ上で送信されるデータフローに割り当てられるフロー優先度とを関連付け
て通知するように構成されており、
　前記無線基地局は、前記通知に応じて、前記ゲートウェイ装置との間で、前記無線アク
セスベアラに対応するベアラを確立するように構成されており、
　前記無線基地局は、前記通知に応じて、前記移動局との間で、前記無線アクセスベアラ
に対応するデータ無線ベアラを確立するように構成されていることを特徴とする移動通信
システム。
【請求項２】
　移動管理ノードとゲートウェイ装置と無線基地局と移動局とを具備する移動通信システ
ムであって、
　前記移動管理ノードは、前記無線基地局に対して、初期コンテキスト設定手順又はベア
ラ設定手順において、前記ゲートウェイ装置と前記移動局との間で確立すべき無線アクセ
スベアラの識別情報と、該無線アクセスベアラに割り当てられるベアラ優先度と、該無線
アクセスベアラ上で送信されるデータフローに割り当てられるフロー優先度のリストとを
関連付けて通知するように構成されており、
　前記無線基地局は、前記通知に応じて、前記ゲートウェイ装置との間で、前記無線アク
セスベアラに対応するベアラを確立するように構成されており、
　前記無線基地局は、前記通知に応じて、前記移動局との間で、前記無線アクセスベアラ
に対応する前記リスト内のフロー優先度に対応する１つ又は複数のデータ無線ベアラを確
立するように構成されていることを特徴とする移動通信システム。
【請求項３】
　移動管理ノードとゲートウェイ装置と無線基地局と移動局とを具備する移動通信システ
ムであって、
　前記移動管理ノードは、前記無線基地局に対して、初期コンテキスト設定手順又はベア
ラ設定手順において、前記ゲートウェイ装置と前記移動局との間で確立すべき無線アクセ
スベアラの識別情報と、該無線アクセスベアラに割り当てられるベアラ優先度と、該無線
アクセスベアラ上で送信されるデータフローに割り当てられるフロー優先度のリストとを
関連付けて通知するように構成されており、
　前記無線基地局は、前記通知に応じて、前記ゲートウェイ装置との間で、前記無線アク
セスベアラに対応するベアラを確立するように構成されており、
　前記無線基地局は、前記通知に応じて、前記移動局との間で、前記無線アクセスベアラ
に対応するデータ無線ベアラを確立するように構成されており、
　前記無線基地局は、前記移動局に対して、前記データ無線ベアラ上での前記フロー優先
度の各々に対応する優先度を設定するように指示するように構成されていることを特徴と
する移動通信システム。
【請求項４】
　無線基地局と通信を行う移動局であって、
　前記移動局は、初期コンテキスト設定手順又はベアラ設定手順において、ゲートウェイ
装置と前記移動局との間で確立すべき無線アクセスベアラの識別情報と、該無線アクセス
ベアラに割り当てられるベアラ優先度と、該無線アクセスベアラ上で送信されるデータフ
ローに割り当てられるフロー優先度との関連付けを行う移動管理ノードから該関連付けを
通知された前記無線基地局が前記ゲートウェイ装置との間で確立した前記無線アクセスベ
アラに対応するデータ無線ベアラを、前記無線基地局との間で確立するように構成されて
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いることを特徴とする移動局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式のＲｅｌｅａｓｅ-１２では
、「ＵＰＣＯＮ（Ｕ-Ｐｌａｎｅ　Ｃｏｎｇｅｓｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）　Ｗ
Ｉ（Ｗｏｒｋｉｎｇ　Ｉｔｅｍ）」において、Ｕ-ｐｌａｎｅ信号による無線アクセスネ
ットワーク側の輻輳の回避について検討されている。
【０００３】
　最近は、同じウェブブラウザのサービスであっても、文字や画像や動画やストリーミン
グ等が混在している。
【０００４】
　このような状況下で、無線アクセスネットワーク側において輻輳が発生している場合、
例えば、ストリーミング、文字、画像、動画という順番で送信したい。
【０００５】
　現状では、ＱｏＳ（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）制御を行うために、ＱＣ
Ｉ（ＱｏＳ　Ｃｌａｓｓ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を用いてＥＰＳ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　
Ｐａｃｋｅｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）ベアラにおける優先制御を行っている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】３ＧＰＰ寄書　Ｓ２-１３００６０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　「ＵＰＣＯＮ　ＷＩ」では、ＱＣＩに加えて、より細かい優先制御を行うために、デー
タフロー（ＩＰフロー）ごとの優先度としての「ＦＰＩ（Ｆｌｏｗ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　
Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）」を定義し、無銭基地局ｅＮＢ（のスケジューラ）が、かかるＦＰ
ＩによってＱｏＳ制御及び優先制御を行うための解決手段について議論されている。
【０００８】
　しかしながら、無線アクセスネットワーク側で、かかる解決手段をどのように実現する
かについて、具体的には、Ｃ-ｐｌａｎｅ信号で必要なシグナリング（Ｓ１-ＡＰ及びＲＲ
Ｃ）が不明確であるという問題点があった。
【０００９】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、ＱＣＩを用いた場合より
も細かい優先制御を行うことができる移動通信システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の特徴は、移動管理ノードとゲートウェイ装置と無線基地局と移動局とを
具備する移動通信システムであって、前記移動管理ノードは、前記無線基地局に対して、
初期コンテキスト設定手順又はベアラ設定手順において、前記ゲートウェイ装置と前記移
動局との間で確立すべき無線アクセスベアラの識別情報と、該無線アクセスベアラに割り
当てられる１つのベアラ優先度と、該無線アクセスベアラ上で送信されるデータフローに
割り当てられる１つのフロー優先度とを関連付けて通知するように構成されており、前記
無線基地局は、前記通知に応じて、前記ゲートウェイ装置との間で、前記無線アクセスベ
アラに対応する１つのＳ１ベアラを確立するように構成されており、前記無線基地局は、
前記通知に応じて、前記移動局との間で、前記無線アクセスベアラに対応する１つのデー
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タ無線ベアラを確立するように構成されていることを要旨とする。
【００１１】
　本発明の第２の特徴は、移動管理ノードとゲートウェイ装置と無線基地局と移動局とを
具備する移動通信システムであって、前記移動管理ノードは、前記無線基地局に対して、
初期コンテキスト設定手順又はベアラ設定手順において、前記ゲートウェイ装置と前記移
動局との間で確立すべき無線アクセスベアラの識別情報と、該無線アクセスベアラに割り
当てられる１つのベアラ優先度と、該無線アクセスベアラ上で送信されるデータフローに
割り当てられるフロー優先度のリストとを関連付けて通知するように構成されており、前
記無線基地局は、前記通知に応じて、前記ゲートウェイ装置との間で、前記無線アクセス
ベアラに対応する１つのＳ１ベアラを確立するように構成されており、前記無線基地局は
、前記通知に応じて、前記移動局との間で、前記無線アクセスベアラに対応する前記リス
ト内のフロー優先度に対応する１つ又は複数のデータ無線ベアラを確立するように構成さ
れていることを要旨とする。
【００１２】
　本発明の第３の特徴は、移動管理ノードとゲートウェイ装置と無線基地局と移動局とを
具備する移動通信システムであって、前記移動管理ノードは、前記無線基地局に対して、
初期コンテキスト設定手順又はベアラ設定手順において、前記ゲートウェイ装置と前記移
動局との間で確立すべき無線アクセスベアラの識別情報と、該無線アクセスベアラに割り
当てられる１つのベアラ優先度と、該無線アクセスベアラ上で送信されるデータフローに
割り当てられるフロー優先度のリストとを関連付けて通知するように構成されており、前
記無線基地局は、前記通知に応じて、前記ゲートウェイ装置との間で、前記無線アクセス
ベアラに対応する１つのＳ１ベアラを確立するように構成されており、前記無線基地局は
、前記通知に応じて、前記移動局との間で、前記無線アクセスベアラに対応する１つのデ
ータ無線ベアラを確立するように構成されており、前記無線基地局は、前記移動局に対し
て、前記データ無線ベアラ上での前記フロー優先度の各々に対応するＰＤＣＰにおける優
先度を設定するように指示するように構成されていることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように、本発明によれば、ＱＣＩを用いた場合よりも細かい優先制御を行
うことができる移動通信システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおけるＥＰＳベアラ構成を示
す図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおいて移動管理ノードによっ
て送信される「Ｉｎｔｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」の一
例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおいて移動管理ノードによっ
て送信される「Ｉｎｔｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」内の
情報要素「Ｅ-ＲＡＢ　Ｌｅｖｅｌ　ＱｏＳ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ」の一例を示す図で
ある。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおいて無線基地局によって送
信される「ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」の一例を示す
図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおいて無線基地局によって送
信される「ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」内の情報要素
「ＲａｄｉｏＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ」の一例を示す図である
。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る移動通信システムにおけるＥＰＳベアラ構成を示
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す図である。
【図８】本発明の第２の実施形態に係る移動通信システムにおいて移動管理ノードによっ
て送信される「Ｉｎｔｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」内の
情報要素「Ｅ-ＲＡＢ　Ｌｅｖｅｌ　ＱｏＳ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ」の一例を示す図で
ある。
【図９】本発明の第２の実施形態に係る移動通信システムにおいて無線基地局によって送
信される「ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」の一例を示す
図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態に係る移動通信システムにおいて無線基地局によって
送信される「ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」内の情報要
素「ＲａｄｉｏＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ」の一例を示す図であ
る。
【図１１】本発明の第３の実施形態に係る移動通信システムにおけるＥＰＳベアラ構成を
示す図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態に係る移動通信システムにおいて移動管理ノードによ
って送信される「Ｉｎｔｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」内
の情報要素「Ｅ-ＲＡＢ　Ｌｅｖｅｌ　ＱｏＳ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ」の一例を示す図
である。
【図１３】本発明の第３の実施形態に係る移動通信システムにおいて無線基地局によって
送信される「ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」の一例を示
す図である。
【図１４】本発明の第３の実施形態に係る移動通信システムにおいて無線基地局によって
送信される「ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」内の情報要
素「ＲａｄｉｏＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ」の一例を示す図であ
る。
【図１５】本発明の第３の実施形態に係る移動通信システムにおいて無線基地局によって
送信される「ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」内の情報要
素「ＲａｄｉｏＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ」内の情報要素「ＰＤ
ＣＰ-Ｃｏｎｆｉｇ」の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至図６を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムについて説
明する。
【００１６】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、移動管理ノードＭＭＥと、
ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷと、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷと、無線基地局ｅＮＢと、移動局
ＵＥとを具備している。
【００１７】
　図２に示すように、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、各ＥＰＳベアラは、
１つのＤＲＢ（Ｄａｔａ　Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ）と、１つのＳ１ベアラと、１つの
Ｓ５/Ｓ８ベアラとによって構成されている。
【００１８】
　ここで、ＤＲＢは、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢとの間で確立されるデータ無線ベア
ラであり、Ｓ１ベアラは、無線基地局ｅＮＢとゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷとの間で確立さ
れるベアラであり、Ｓ５/Ｓ８ベアラは、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷとゲートウェイ装置Ｐ
-ＧＷとの間で確立されるベアラである。
【００１９】
　また、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、各Ｅ-ＲＡＢ（Ｅ-ＵＴＲＡＮ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ）は、１つのＤＲＢと、１つのＳ１ベアラとによって構成され
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ている。
【００２０】
　本実施形態に係る移動通信システムでは、アプリケーションを考慮して、ＦＰＩごとに
、１つのＥＰＳベアラ、１つのＥ-ＲＡＢ及び１つのＤＲＢを確立するように構成されて
いる。
【００２１】
　すなわち、本実施形態に係る移動通信システムでは、ＦＰＩごとに、１つのＤＲＢ、１
つのＳ１ベアラ及び１つのＳ５/Ｓ８ベアラが確立されるように構成されている。
【００２２】
　つまり、本実施形態に係る移動通信システムでは、同じベストエフォートサービス用の
データのために、複数のＥＰＳベアラが確立されることになる。
【００２３】
　また、本実施形態に係る移動通信システムでは、移動管理ノードＭＭＥは、無線基地局
ｅＮＢに対して、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ手順」又は「Ｅ-ＲＡ
Ｂ　Ｓｅｔｕｐ手順」において、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷと移動局ＵＥとの間で確立す
べきＥ-ＲＡＢの「Ｅ-ＲＡＢ　ＩＤ」と、かかるＥ-ＲＡＢに割り当てられる１つのＱＣ
Ｉと、かかるＥ-ＲＡＢ上で送信されるデータフローに割り当てられる１つのＦＰＩとを
関連付けて通知するように構成されている。
【００２４】
　例えば、移動管理ノードＭＭＥは、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ（図３参照）」内の情報要素「Ｅ-ＲＡＢ　ＩＤ」を用いて、ゲートウェ
イ装置Ｓ-ＧＷと移動局ＵＥとの間で確立すべきＥ-ＲＡＢの「Ｅ-ＲＡＢ　ＩＤ」を通知
し、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（図３参照）」内
の情報要素「Ｅ-ＲＡＢ　Ｌｅｖｅｌ　ＱｏＳ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ（図４参照）」内
の情報要素「ＱＣＩ」を用いて、かかるＥ-ＲＡＢに割り当てられる１つのＱＣＩを通知
し、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（図３参照）」内
の情報要素「Ｅ-ＲＡＢ　Ｌｅｖｅｌ　ＱｏＳ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ（図４参照）」内
の情報要素「ＦＰＩ」を用いて、かかるＥ-ＲＡＢ上で送信されるデータフローに割り当
てられる１つのＦＰＩとを関連付けて通知するように構成されている。
【００２５】
　ここで、無線基地局ｅＮＢは、かかる通知に応じて、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷとの間
で、かかるＥ-ＲＡＢに対応する１つのＳ１ベアラを確立するように構成されており、移
動局ＵＥとの間で、かかるＥ-ＲＡＢに対応する１つのＤＲＢを確立するように構成され
ている。
【００２６】
　例えば、無線基地局ｅＮＢは、「ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ（図５参照）」内の情報要素「ＲａｄｉｏＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＤｅｄ
ｉｃａｔｅｄ（図６参照）」を用いて、移動局ＵＥとの間で、かかるＥ-ＲＡＢに対応す
る１つのＤＲＢを確立するように構成されている。
【００２７】
　なお、移動管理ノードＭＭＥは、無線基地局ｅＮＢに対して、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏ
ｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ手順」又は「Ｅ-ＲＡＢ　Ｓｅｔｕｐ手順」において、複数のＥ-
ＲＡＢの設定を試みる場合、無線基地局ｅＮＢは、「ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ（図５参照）」内の情報要素「ＲａｄｉｏＲｅｓｏｕｒｃｅＣ
ｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ（図６参照）」を用いて、移動局ＵＥとの間で、複数のＥ
-ＲＡＢの各々に対応するＤＲＢを確立するように構成されている。
【００２８】
　（本発明の第２の実施形態に係る移動通信システム）
　以下、図７乃至図１０を参照して、本発明の第２の実施形態に係る移動通信システムに
ついて、上述の第１の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
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【００２９】
　図７に示すように、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、各ＥＰＳベアラは、
複数のＤＲＢと、１つのＳ１ベアラと、１つのＳ５/Ｓ８ベアラとによって構成されてい
る。
【００３０】
　また、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、各Ｅ-ＲＡＢは、複数のＤＲＢと
、１つのＳ１ベアラとによって構成されている。
【００３１】
　ここで、各Ｓ１ベアラは、ＱＣＩごとに確立されるように構成されており、各ＤＲＢは
、同一ＱＣＩのＳ１ベアラを介して送信され得るデータフローに割り当てられるＦＰＩご
とに確立されるように構成されている。
【００３２】
　また、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、移動管理ノードＭＭＥは、無線基
地局ｅＮＢに対して、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ手順」又は「Ｅ-
ＲＡＢ　Ｓｅｔｕｐ手順」において、上述の「Ｅ-ＲＡＢ　ＩＤ」と、上述のＱＣＩと、
ＦＰＩリストとを関連付けて通知するように構成されている。
【００３３】
　例えば、移動管理ノードＭＭＥは、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ（図３参照）」内の情報要素「Ｅ-ＲＡＢ　ＩＤ」を用いて、ゲートウェ
イ装置Ｓ-ＧＷと移動局ＵＥとの間で確立すべきＥ-ＲＡＢの「Ｅ-ＲＡＢ　ＩＤ」を通知
し、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（図３参照）」内
の情報要素「Ｅ-ＲＡＢ　Ｌｅｖｅｌ　ＱｏＳ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ（図８参照）」内
の情報要素「ＱＣＩ」を用いて、かかるＥ-ＲＡＢに割り当てられる１つのＱＣＩを通知
し、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（図３参照）」内
の情報要素「Ｅ-ＲＡＢ　Ｌｅｖｅｌ　ＱｏＳ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ（図８参照）」内
の情報要素「ＦＰＩＬｉｓｔ」を用いて、かかるＥ-ＲＡＢ上で送信されるデータフロー
に割り当てられる１つ又は複数のＦＰＩを含むＦＰＩリストとを関連付けて通知するよう
に構成されている。
【００３４】
　また、無線基地局ｅＮＢは、かかる通知に応じて、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷとの間で
、かかるＥ-ＲＡＢに対応する１つのＳ１ベアラを確立するように構成されており、移動
局ＵＥとの間で、かかるＥ-ＲＡＢに対応するＦＰＩリスト内のＦＰＩに対応する１つ又
は複数のＤＲＢを確立するように構成されている。
【００３５】
　例えば、無線基地局ｅＮＢは、「ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ（図９参照）」内の情報要素「ＲａｄｉｏＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＤｅｄ
ｉｃａｔｅｄ（図１０参照）」を用いて、移動局ＵＥとの間で、かかるＥ-ＲＡＢに対応
する１つ又は複数のＤＲＢを確立するように構成されている。
【００３６】
　（本発明の第３の実施形態に係る移動通信システム）
　以下、図１１乃至図１５を参照して、本発明の第３の実施形態に係る移動通信システム
について、上述の第１の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する
。
【００３７】
　図１１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、各ＥＰＳベアラは
、１つのＤＲＢと、１つのＳ１ベアラと、１つのＳ５/Ｓ８ベアラとによって構成されて
いる。
【００３８】
　また、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、各Ｅ-ＲＡＢは、１つのＤＲＢと
、１つのＳ１ベアラとによって構成されている。
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【００３９】
　ここで、本実施形態に係る移動通信システムでは、無線基地局ｅＮＢは、ＰＤＣＰ（Ｐ
ａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）レイヤにおいて、
各ＤＲＢ上で、各ＦＰＩに対応するＤＦＰ（Ｄａｔａ　Ｆｌｏｗ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ）に
基づいて優先制御を行うように構成されている。
【００４０】
　また、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、移動管理ノードＭＭＥは、無線基
地局ｅＮＢに対して、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ手順」又は「Ｅ-
ＲＡＢ　Ｓｅｔｕｐ手順」において、上述の「Ｅ-ＲＡＢ　ＩＤ」と、上述のＱＣＩと、
ＦＰＩリストとを関連付けて通知するように構成されている。
【００４１】
　例えば、移動管理ノードＭＭＥは、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ（図３参照）」内の情報要素「Ｅ-ＲＡＢ　ＩＤ」を用いて、ゲートウェ
イ装置Ｓ-ＧＷと移動局ＵＥとの間で確立すべきＥ-ＲＡＢの「Ｅ-ＲＡＢ　ＩＤ」を通知
し、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（図３参照）」内
の情報要素「Ｅ-ＲＡＢ　Ｌｅｖｅｌ　ＱｏＳ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ（図１２参照）」
内の情報要素「ＱＣＩ」を用いて、かかるＥ-ＲＡＢに割り当てられる１つのＱＣＩを通
知し、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（図３参照）」
内の情報要素「Ｅ-ＲＡＢ　Ｌｅｖｅｌ　ＱｏＳ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ（図１２参照）
」内の情報要素「ＦＰＩＬｉｓｔ」を用いて、かかるＥ-ＲＡＢ上で送信されるデータフ
ローに割り当てられる１つ又は複数のＦＰＩを含むＦＰＩリストとを関連付けて通知する
ように構成されている。
【００４２】
　また、無線基地局ｅＮＢは、かかる通知に応じて、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷとの間で
、かかるＥ-ＲＡＢに対応する１つのＳ１ベアラを確立するように構成されており、移動
局ＵＥとの間で、かかるＥ-ＲＡＢに対応するＦＰＩリスト内のＦＰＩに対応する１つ又
は複数のＤＲＢを確立するように構成されている。
【００４３】
　例えば、無線基地局ｅＮＢは、「ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ（図１３参照）」内の情報要素「ＲａｄｉｏＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＤｅ
ｄｉｃａｔｅｄ（図１４参照）」を用いて、移動局ＵＥとの間で、かかるＥ-ＲＡＢに対
応する１つ又は複数のＤＲＢを確立するように構成されている。
【００４４】
　さらに、無線基地局ｅＮＢは、「ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ（図１３参照）」内の情報要素「ＲａｄｉｏＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＤｅ
ｄｉｃａｔｅｄ（図１４参照）」内の情報要素「ＰＤＣＰ-Ｃｏｎｆｉｇ（図１５参照）
」を用いて、移動局ＵＥに対して、かかるＤＲＢ上でのＤＦＰを設定するように指示する
ように構成されている。
【００４５】
　（変更例）
　上述の第１乃至第３の実施形態に係る移動通信システムにおいて、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ
　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ手順」において、上述のＦＰＩに関する設定は、ハンドオーバ
元無線基地局Ｓ-ｅＮＢからハンドオーバ先無線基地局Ｔ-ｅＮＢに対して引き継がれるよ
うに構成されていてもよい。
【００４６】
　かかる場合、ハンドオーバ先無線基地局Ｔ-ｅＮＢは、自身のＦＰＩへの対応状況や、
移動局ＵＥの能力（「ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」）等によって、引き継いだＦＰＩに
関する設定を用いて、ＥＰＳベアラを設定するか否かについて決定するように構成されて
いてもよい。
【００４７】
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　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００４８】
　本実施形態の第１の特徴は、移動管理ノードＭＭＥとゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷと無線
基地局ｅＮＢと移動局ＵＥとを具備する移動通信システムであって、移動管理ノードＭＭ
Ｅは、無線基地局ｅＮＢに対して、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ手順
（初期コンテキスト設定手順）」又は「Ｅ-ＲＡＢ　Ｓｅｔｕｐ手順（ベアラ設定手順）
」において、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷと移動局ＵＥとの間で確立すべきＥ-ＲＡＢ（無線
アクセスベアラ）の「Ｅ-ＲＡＢ　ＩＤ（識別情報）」と、かかるＥ-ＲＡＢに割り当てら
れる１つのＱＣＩ（ベアラ優先度）と、かかるＥ-ＲＡＢ上で送信されるデータフローに
割り当てられる１つのＦＰＩ（フロー優先度）とを関連付けて通知するように構成されて
おり、無線基地局ｅＮＢは、かかる通知に応じて、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷとの間で、
かかるＥ-ＲＡＢに対応する１つのＳ１ベアラを確立するように構成されており、無線基
地局ｅＮＢは、かかる通知に応じて、移動局ＵＥとの間で、かかるＥ-ＲＡＢに対応する
１つのＤＲＢ（データ無線ベアラ）を確立するように構成されていることを要旨とする。
【００４９】
　かかる特徴によれば、既存のＥＰＳベアラの構成を変更することなく、ＱＣＩを用いた
場合よりも細かい優先制御を行うことができる。
【００５０】
　本実施形態の第２の特徴は、移動管理ノードＭＭＥとゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷと無線
基地局ｅＮＢと移動局ＵＥとを具備する移動通信システムであって、移動管理ノードＭＭ
Ｅは、無線基地局ｅＮＢに対して、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ手順
」又は「Ｅ-ＲＡＢ　Ｓｅｔｕｐ手順」において、「Ｅ-ＲＡＢ　ＩＤ」とＱＣＩとＦＰＩ
リストとを関連付けて通知するように構成されており、無線基地局ｅＮＢは、かかる通知
に応じて、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷとの間で、かかるＥ-ＲＡＢに対応する１つのＳ１ベ
アラを確立するように構成されており、無線基地局ｅＮＢは、かかる通知に応じて、移動
局ＵＥとの間で、かかるＥ-ＲＡＢに対応するＦＰＩリスト内のＦＰＩに対応する１つ又
は複数のＤＲＢを確立するように構成されていることを要旨とする。
【００５１】
　かかる特徴によれば、Ｓ１ベアラ及びＳ５/Ｓ８ベアラの設定本数を増加させること無
く、ＱＣＩを用いた場合よりも細かい優先制御を行うことができる。
【００５２】
　本実施形態の第３の特徴は、移動管理ノードＭＭＥとゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷと無線
基地局ｅＮＢと移動局ＵＥとを具備する移動通信システムであって、移動管理ノードＭＭ
Ｅは、無線基地局ｅＮＢに対して、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ手順
」又は「Ｅ-ＲＡＢ　Ｓｅｔｕｐ手順」において、「Ｅ-ＲＡＢ　ＩＤ」とＱＣＩとＦＰＩ
リストとを関連付けて通知するように構成されており、無線基地局ｅＮＢは、かかる通知
に応じて、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷとの間で、かかるＥ-ＲＡＢに対応する１つのＳ１ベ
アラを確立するように構成されており、無線基地局ｅＮＢは、かかる通知に応じて、移動
局ＵＥとの間で、かかるＥ-ＲＡＢに対応する１つのＤＲＢを確立するように構成されて
おり、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して、かかるＤＲＢ上でのＦＰＩリスト内の
ＦＰＩの各々に対応するＤＦＰ（ＰＤＣＰにおける優先度）を設定するように指示するよ
うに構成されていることを要旨とする。
【００５３】
　かかる特徴によれば、８ベアラの設定本数を増加させること無く、ＱＣＩを用いた場合
よりも細かい優先制御を行うことができる。
【００５４】
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢや移動管理ノードＭＭＥやゲートウェイ装
置Ｓ-ＧＷ/Ｐ-ＧＷの動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサに
よって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わ
せによって実施されてもよい。
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【００５５】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００５６】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢや移動管理ノードＭＭＥやゲートウェイ装
置Ｓ-ＧＷ/Ｐ-ＧＷ内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは
、ディスクリートコンポーネントとして移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢや移動管理ノード
ＭＭＥやゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷ/Ｐ-ＧＷ内に設けられていてもよい。
【００５７】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００５８】
ＵＥ…移動局
ｅＮＢ…無線基地局
ＭＭＥ…移動管理ノード
Ｓ-ＧＷ、Ｐ-ＧＷ…ゲートウェイ装置
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